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平 成 2 6 年 2 月 2 4 日 判 決 言 渡 同日原本領収 裁判所書記官

一 平 成 2 5 年 ( / 1 第 1 1 0 ~ 号 不 当 利 得 返 還 請 求 事 件

口頭弁論終結日 平 成 2 6 年 2 月 3 日

判 決

山口県防府市

原 口

山口県周南市

亡 A 訴訟承継人

X/

ロ 亡 A 訴訟承継人

山口県周南市

原
&
口 亡 A 訴訟承継人

原告ら訥訟贖人弁護士 田

京都市下京区烏丸通玉条上る高砂町 3 8 1

被 告アイ

同代表者代表取締役

主 文

1 被 告 は 】 原 告 X [ に 対 し , 3 1 万 4 1 3 7 円 及 び う ち 2 8 万 0 4 5 1

円に対する平成 2 5 年 7 月 1 7 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を

支払え。

2 ' 被 告 は ) 原 告 X :z. に対し, 1 5 万 7 0 6 9 円 及 び う ち 1 4 万 0 2 2 5

円に対する平成 2 5 年 7 月 1 7 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を

支払え。

3 被 告 は , 原 告 X j > に 対 し , 1 5 万 7 0 6 8 円 及 び う ち 1 4 万 0 2 2 5 円

隆
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に対する平成 2 5 年 7 月 1 7 日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支

払え。.'

4 - 訴訟費用は被告の負担とする。

5 . こ の 判 決 は , 第 1 項 な い し 第 3 項 に 限 り , 仮 に 執 行 す る こ と が で き る 。

事実及び理由i

第1 請求の趣旨

主文同旨

第2 請求の原因

訴外亡 A ( 以 下 「 亡 A 」 と い う。 ) が , 貸 金 業 者である被告との

間で締結した金銭消費貸借契約に基づき , 平成 1 6 年 7 月 7 日 から平成 2 4 年

1 1 月 1 2 日まで継続的に行った取引 (以下「本件取引」という。 )につき ,

被告から借り入れ】その返済として支払った金員について,利息制限法所定の

制限利率(以下「制限利率」という。)に基づいて引き直し計算をした結果,

涌 払 と な る 過 払 金 5 6 万 0 9 0 1 円 ) 平 成 2 5 年 7 月 1 6 日 ま で の 確 定 利 息 金

6 万 7 3 7 3 円 及 び前記過払金に対する同月 1 7 日 か ら支払済みまで年 5 分 の

? 割合による利息金の支払を , 被告に対し求めていたところ , 平成 2 5 年 1 0 月

1 6 日に亡 A の死亡により原告らが訴訟承継人となり ) 被告に対し】法定相

続分(原告 が 二 分 の ~ ^ 】 ほ か 各 四 分 の ー ) に 基 づ き , 各 支 払 を 求 め

るものである。

第3理 由

1 被告は,本件口頭弁論期日に出頭しないが】陳述したとみなされる答弁書及

び準備書面によれば】貸金業者であること》原告らが亡 Aの相続人 Tあるこ

と,別紙計算書の年月日欄,貸付金欄及び支払金欄につき》被告作成の取引計

算書の記載に合致する部分は認めー,その余は否認した上,悪意の受益者である

ことは争い,被告には,みなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る「特

段の事情」が認められ )その立証は 1 7 条書面及び 1 8 条書面を交付する業務



態勢の整備についての一般的立証で足りること,悪意でないから現存利益の範

囲で返還すれば足りること,仮に )悪意の受益者であったとしても,過払金に

対して発生する利息を新たに発生した借入金債務に充当する理由はないこと,

利息を付すべき始期は訴状送達の日の翌日であるとの趣旨の主張をしている。

2 証 拠 ( 甲 1 ) 及 び 弁 論 の 全 趣 旨 に よ れ ば ) 亡 A と 被 告 と の 間 で , 制 限 利 率

超過の利息の約定で取引がなされ》制限利率で引き直し計算をすると,別紙計

算書記載のとおり過払金等が発生しt事実が認められる。

3 また)被告は貸金業者であるから,利息について利息制限法所定の制限があ

ること ,貸金業の規制等に関する法律 (平成 1 8 年法律第 1 1 5 号により ,その

題名が「貸金業法」と改められた。以下「貸金業法」という。)43条1@の要件を

備えることにより例外的に制限利率超過の利率による利息を受領することが許

されることなどの法律知識を当然に有しているというべきで》貸金業法4 3条

1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえ

る特段の事情がない限り》悪意の受益者といえる。

4 しかしながら,被告は,前記特段の事情について具体的に立証すべき責任が

あるというべきところ,何らの証拠も提出していない。

5 そうすると》被告は懇意の受益者といえ)被告は,過払金が発生した日から

原告らに対して法定利息を付して支払う義務を負い》本件取引が貸付け及び返

済が繰り返される継続的取引であり,過払利息を後に発生する借入金債務i土充

当する旨の合意があると解され,したがって】前記1の被告の主張は,いずれ

も失当若しくは理由がないというべきである。

6 以上をもとに判断すれば,原告らの各請求は,いずれも理由があるからこれ

を認容し,仮執行: &脱宣言及び執行開始時期を判決が被告に送達された後1 4

日を経過した時とすることはいず゛れも相当でないからこれを付さないこととし

て , 主 文 の と お り 判 決 す る 。

防府簡易裁判所
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これは正本である。

平成26年2月24日

防府簡易裁判所B係

裁 判 所 書 記 官 中 村 美


